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r精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」．概要  
～「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」報告書（座長：樋口輝彦国立精神・神経センター）～  

「精神保健医庶福祉墾改革ビジョン⊥（三  

後期5か年の重点施兼群の策定に向l  

16年9月卿  
ぎ識者による検討をとりまとめ【平成21年9月  

精神疾患による、生活の質の低下や社会経  
済的損失は甚大。  

●「改革ビジョン」の「入院医療中心から地域生活中心  ；
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という基本理念の推進  

精神疾患にかかった場合でも  ◎ 精神障害者の地域生活を支える医療■福祉等   
の支援体制が不十分。  

◎ 依然として多くの統合失調症による長期入院   
患者が存在。これは、入院医療中心の施策の   
結果であることを、行政を含め関係者が反省。  ●

 
 

●
 
 ・質の高い医療  

・症状・希望等に応じた、適切な医療・福祉サービス  

を受け、地域で安心して自立した生活を継続できる社会  

精神保健医療福祉の改革を更に加速  
．  J  

日♯鐘  

●統合失調症入  

院患者数を15万  

人に減少＜H26＞  

●入院患者の退  

院率等に関する  

目標を継続し、  
精神病床約7万  

床の減少を促  
進。  

ペの重点化など医療体制  

再編■拡充  

による医療の質の向上  

●患者が早期に支援を受けら  

れ、精神障害者が地域の住民と  

して暮らしていけるような、精神  
障害に関する正しい理解の推進  

地域生活を支える障害福祉  
エビス」ケアマネジメント、救  

i在宅医療等の充実、住まい  
場の確保  

年統合失調症  

歴史的な長期入院患者が存在  

地域移行と地域生活の支援が課題  
録認知症  

高齢化に伴い急速に増加  

精神科病院への入院が長期化する傾向  
啓気分障害（うつ病等）  

患者数が大きく増加 自殺対策とも関連  

倍精神■身体合併症  

精神疾患患者の高齢化に伴って増加  
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執騒神俣偏屈凛の水準の向上  

⑳医療機関の地域医療の機能充臭を促進  

●精神科救急医療の確曝・賢の  

向上  

●在宅医療（訪問診療・訪問看護  

等）の充考一昔及  

●精神科デイ・ケアの重点化 

●ケアマネジメント機能の充実  

†未治療・治療中断者等に対す  

る支援体制の酎ヒ（危機介入）  

●重症者の在宅での包括的支援  

㊥ニーズの高まっている領域への重点l   
●疾患等に応じ  

た医療の充実  

・気分障害   

一依存症  

・児童思春期   

●早期支援体制  

の充実  

章地域生話を支える尾   

の充実  外来一  

在宅医療  

さ医療機関の機能の改  

の円滑化  の確保  
●地域医療体制・高次の  

医療体制の確保  
●「4疾病5事業」への位  

●人員基準の充実  
置づけの検討  

医療従事者の確保  
●救急・急性期医療の  

‾－ ′■▲＿I一■L■‾■■■′■′■－H11■■－●ll rl、  
●  

認知症への専門医療の確保●保健所・精神保健福祉                                                   ▲  ＿   ▲＿．   一■．1▲1▲」ゝl－ 1ムIl▲  
センターの機能強化  ●身体合併症への対応の強化  

能強化  

●統合失調症入院患者数の目標値●平均残存率・退院率  

19．6万人＜H17＞⇒15万人＜H26＞ の目標により精神病床  
（認知症はH23年度までに設定）約7万床の減少を促進  

精神保健医療体系の再構築  

①入院医療の再編・重点化  

○患者の状態像や病棟の機能に応じた人員基準・評価め充実、医療法に基づく人員配置標準の見直し等による  
精神病床の医療め質の向上。  

＜統合失明症＞  

○今後減少が見込まれる統合失調症の入院患者の減少を一層加速。  
※入院医療の充実による一層の地域移行、精神科救急医療や在宅医療等の地域医療の充実、障害福祉サービスの   
一層の計画的な整備等の施策を推進。  

※平成26年の改革ビジョンの終期において、平成27年以降における更なる減少目標値を設定し、各般の施策を展開。  
○高齢精神障害者の適切な生活の場を確保するため、介護保険サービスの活用等について検札   

＜隠知症＞  

○認知症高齢者をできる限り地域せ活の場で支えるという観点や、認知症の専門医療機関の機能を更に明確化一重点  
化する観点も踏まえて、精神病床や介護保険施設等の入院・入所機能とその必要量等を明確化  

O BPSD（認知症の行動りむ理症状）や、急性期の身体合併症を伴う患者に対応する専門医療梯関の確保。  
○介護保険施設等の生活の場の更なる確保と適切な医療の提供、介護保険サービスの機能の充実等について検討。  
※生活の場の更なる確保に当たっては、既存の施設に必要な機能を確保した上で、その活用を図るという視点も必要。   

く身体合併症＞  

○いわゆる総合病院精神科における、精神病床の確保、機能の充実等、一般病床における精朴身体合併症患者の  
診療休制を確保。  

②疾患等に応じた精神医療等の充実  

内科医や小児科医等との連携の推進、診療ガイドライン等の作成等による医療の  ○ 気分障害の早期発見、診断のための   
質の向上。  

○依存症に対する医療の機能強化、依存症のリハビリ施設や自助グループの支援のあり方の検討等、依存症患者の回復  
に向けた支援に係る総合的な取組の強化。  

○児童・思春期精神医療に専門的に対応できる医師数の拡大、専門病軒専門医療機関の確保や身体合併症への対応等  
の医療提供体制の拡充。  

‥‾■「「‾1ごヨi   
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③早期支援体制の検討  

○若年者が統合失調症を発症した場合の重症化の予防等のため早期支援体制の構築に向けた段階的な検討の実施。  
※まず、モデル的な実施に着手。その検証を踏まえ、普及について検討。  

○精神医療の質の向上の取組とあわせて、支援を適切に行うことのできる体制の整備を進めつつ、慎重に早期支援体制  
の検討・具休化を進める。  

④地域精神保健医療提供体制の再編と精神科医療機関の機能の強化  

○救急医療、在宅医療等の充実を通じた、  患者の身近な地域を単位とする地域医療体制の整備・確保。  

○加えて、大まかに次のような機能を担う精神科医療機関が必要（あわせて地域医療体制との連携体制の構築）。  
・高次の精神科救急を行う精神科病院   

t いわゆる総合病院精神科  

・高齢者の診療を行う精神科病院  

・極めて重症な患者に対し辛厚い治療を行う精神科病院（ただし、若年患者の入院率や、諸外国の例から考える  
と、必要な病床数はごく限定的）  

・その他の専門的な医療機能（児童思春期、依存症等）を有する精神科医療機関   

0医療計画のいわゆる「4疾病5事業」（特に5事業）として精神医療を位置付けることについて検討。  

○地域精神保健の機能の底上げを図るため、地域精神保健を担う行政機関である市町村、保健所、精神保健福祉セ  
ンターの機能の奉り方と連携体制の明確化、機能強化等について検討。  

自殺防止対策の観点も踏まえた、地域精神保健の機能の充実を図るための地域レベルでの連携の強化。  

倉染物療法等について、標準的な治癒を促進  
㊥医霹従事者の資葉向上  

電き実柵明、治憲浅間発等の研究の推進  

精神科における診療の茸の向上  
●診療ガイドラインの作成・普及 

●患者等への分かりやすい情報提供  

●抗精神病薬の多剤・大量投与の改善  

発・情報公開   

医療饉事書の資質向上  

員基準の充実、急性期  

●精神科医の専門医制度由定着  

●精神療法・児童早春期精神医療を含めた医師の研  

修体制の確保  

●医師以外の医療従事者の生涯教育一研修の推進  

●心理職の一層の活用の検討   

研究阻発の推進  

●研究費の確保  

●病態解明、診断ナ治療法に関する研究の推進  

●臨床研究の積極的推進  

●施策の企画立案・検証等に関する研究の実施  
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専相談支楳・ケアマネジメントの充実強化  

㊥地域における支援体制ブくり  

く－居住系の福祉サービスの確保  

針精神障害者の地域生活を支える医療体制の充実  

住まいの場の確保  

● グループホームーケアホーム   

の整備促進、サービスの賢の   

向上  
● 公営住宅への入居促進  

相談支援・ケアマネ  
ジメントの充実  

● 相談支援の充実  
一退院時の支援、24時間の支援  

● 自立支援協議会の活性化   

● 精神科救急医療体制の確保   

一掃神科救急医療システムの機能強化  
一掃神一身休合併症を有する救急搬送  
患者の受け入れ体制の確保  

一橋神科救急医療を担う医療機関の   
枚能の向上  

●精神保健指定医の確保  

●未治療者一治療中断者等に対する  

支援体制の強化   
一訪問による多職種チニムでの支  

援体制の構築 

－精神科坊間看護・訪問鯵膚の充実  
一訪問者護の普及促進  
一重症者・多様なニーズへの訪問看護  
等による対応の強化  

● 精神科デイ■ケア等の圭点化  

● ケアマネジメント機能の充実 ● 公営住宅のグループホーム   
ケアホームとしての活用促進  

● 民間賃貸住宅への入居促進  

地域生活移行の支援  

● 地域生活移行の個別支援  

● 福祉サービスの入院中から   

の体験利用  

本人・家族の禎点に  

立った支援の充美  

一対象者の鱒大、支給決定前の  
計画作成、モニタノングの充実  

● ケアマネジメントにおける医  

療一福祉の連携強化  

● 重症者への重点的・包括的  

支援の実施  
● 相談支援の真の向上  
● 精神保健福祉士の資質向上  

サービス等の充実  

● 訪問による生活支援の充実 ● 政策検討への精神障害者  
●ショートステイの充実  の参画  

● 就労支援の強化  ● ピアサポートの推進  

●、家族支援の推進  ● 家族に対する支援の推進  

■－ －■■■●■r －■■                                                                                                            ▲●¶．i                                                                           ム1」  －－「・r■■■ ‾‾T‾ ■ ■；ニ ニ．■▼ －                                                                         1                                                                                           r1しl・一－‘」■－ ・・■「l  
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これまでの取り組みと成果  

・精神保健医療福祉の改革ビジョンの目標（誰もがかかりうることへの理解）には一定の進捗がみられる  

・一方、統合失調症に対する理解が大きく遅れている  

一 対象とした啓発  

雷誓葺く室  

∴．手－†、■■  

賢▲芸 事 毒．毒  

¢国民一般への啓発から、ターゲットを明確化した普及啓発へ  
や rだれに」r何を」rとのように」伝えるかを明確に  民

員
 
 

国
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● ピアサポートの推進等による精神障害者自身への啓発を推進  

●地域移行を着実に進めること等により、地域住民に対して精神障   
害者と触れ合う機会や精神障害者から学ぷ機会を充実  

●学齢期等の若年層とそれを取り巻く者を対象に、早期発見・早期   
対応による重症化防止を図るために、適切なメッセージと媒体に   
よる普及啓発を実施  

● 医療関係者、報道関係者など対象に応じた普及啓発の基礎資   
料として、続合失調症をはじめとする精神疾患の正しい理解を促  
すためにインターネット等の情報源を整備し、治療法・支援策、  
究成果等の情報発信を充実  

専門衰   

－γ 
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Ⅰ新たな目標値  

●統合失調症による入院患者数：飽堕左A  
（平成17年患者調査時点：19．6万人）  

● 認知症に関する目標値：  

lナて、更に以下を推  

個々の医療機関による病床減少  向上の取組を直接に支援し促す方策  

薬（予算事業等）単位で施策の実施準況に関する目標を設恵  

例：認知症疾患医療センター、精神科訪問看護の整備  
●普及啓発施策  に関する目標に関しても別途設定   
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がん対策基本法  

がん対策を総合的かつ計画的に推進  

がん予防及び早期発見の推進  

○ がん予防の推進  

○ がん検診の質の向上等  

がん医療の均てん化の促進等  

○ 専門的な知識及び技能を有する医師、その   

他の医療従事者の育成  

○ 医療機関の整備等  

○ がん患者の療養生活の質の維持向上  

○ がん医療に関する情報の収集提供体制の整   

備等  

研究の推進等  

○ がんに関する研究の促進  

○ 研究成果の活用  

○ 医薬品及び医療機器の早期承認に  

資する治験の促進  

○ 臨床研究に係る環境整備  

がん対策推進基本計画の概要（平成19年6月閣議決定）  

（1）放射線療法・化学療  （2）治療の初期段階からの  

これらを専門的に行う   緩和ケアの実施   
（3）がん登録の推進  

1．がん医療  
①放射線療法及び化学療法の推進並びに医療従事者の育成  
②緩和ケア③在宅医療④診療ガイドラインの作成⑤その他  ☆ すべての2次医療圏にお  

いて、概ね1箇所程度拠点  
病院を設置【3年以内】  

☆ 5大がんに関する地域連  
携クリテイカルパスを整備【5  

年以内】  

☆すべての2次医療圏  
において、相談支援セ  
ンターを概ね1箇所以  
上整備【3年以内】  

☆すべての拠点病院において、放射線療法及び外来化学療法を   
実施【5年以内】  

☆すべてのがん診療に携わる医師が研修等により、緩和ケアにつ   
いての基本的な知識を習得【10年以内（運用上5年以内）】  

☆．がん対策に資する  

研究をより一層推進  
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放射線治療の充実  

＞ 副作用が少ない新しい放射線治療法を保険導入  
㊥強度変調放射線治療月MRT）3．000点（1回目）  

＞ 放射線治療における充実した安全管理体制の評価  

㊥医療機器安全管朝斗21，000点  

＞ 日常生活を送りながら、通院で受けられる体制を評価  
㊨外来放射線治療加算  明点  

10  
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認知症対策について  
一■……‾■‾叫‾叫‾…‾…■■－●＝■＝血叫‾▲‾●岬●●…‾‾…■■‾仙■‾■州…一■………●－－…－■■■－●■■●－■H●…－●－－－‥－－一一一■…－■－■－・－一一一一－…－……－■－■■－…■・＝■－…一一一………－－－■－●一－－■一山－・－■■－－一一■●＝■■＝－－－－－・h・り・く－…一仙…■■…－－一叫－－－－－一一叫一－－－－■■－－ヽ  

蔓今後の認知症対策は、早期の確定診断を出発点とした適切な対応を促進することを基本方針とし、具体押註対策とし  

…て、①実態の把温②研究開発の促進、③早期診断の推進と適切な医療の提供、④適切なケアの普及及び本人・家  

族支援、（9若年性認知症対策を積極的に推進する  
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適切なケアの普及  
実態把握  研究開発  医療対策  若年性認知症  本人・家族支援  

｝認知症ケアの貰の施設・事蓋所闇   
格差  

＞医摂とのiき】慣を含めた拙句ケア   
が不＋勇  

＞地域全体で認知症の人や豪族を  
支えることが必要  

＞認知症の人やその豪族lコ寸㌻る  
相談体制が不＋・分  

＞正確な≡空知庄鼻巻数や、   
…空知症に関わる医療・介喜隻  
サービス糾用等の実態は   
不日月  

＞幅広い分！割こわたり研究   
≡票呈萱を≡貪左しており、重点   
化かi不足  

ゝ専門医痩を謹撰する医師   
や医療機関か、不十分  

＞BPSDの適切な治療打ち行  

われていない  
＞重篤な身体疾患の治療∬   
円さ骨でない  

ゝ若年性≡空知庄に対する国   
民の理解不足  

＞「医療」・「福祉」イ就労」  

の連携か不十分  

＞医芋的に喜今【析さrした≡空知   

症の看病ヰの早急な≡澗査  
＞要介讃喜雲這で使用されて  
いる「喜空知圧高齢者の日常   
生活自立度」の見直し  

＞≡空知症ケア標準化・高度化  

ゝ医療との連携を含めた地域ケ  
ア便利の弓呈化  

＞詣もが自らの問顎と…君≡慈し、  
・≡空知庄に関する理解の普及  
・三雲知症の人やその家族に対   
する相談支‡引本別の充実  

ゝ各ステージく（》発症予防対   
賽、②喜今断技術向上、③治   
療方法問発、◎発症後斉寸   
応〉岳の視点を明確にした   
Ⅵ宍：開発の促邁  

｝早期診断の促適  
＞8PSD急性期の適切な医   
療の提供  

＞身持合併症に対する適切  
な対応  

｝若年性≡空知正に関する  
「相…炎」から「医療」イ福   
祉」イ就労」の総合的な   

支援  

方
 
向
 
性
 
 

医療か  ら介護への切れ目のないサービスを提供  
認知症疾患医療センターの「連携担当者」と地域包括支援センターの「認知症連携担当者」が連携し、切れ目のない医療と介  

護のサービスを提供するとともに、地域ケアに対する専門的な支援を実施  

関係機関とのネットワーク（相談・支援体制）  
（認知症疾患医療センターの設置市域）  

認知症疾患医療センター  
（全国150カ所）  地域包括支援センター  

・専門医療へのつなぎ  
・情報提供  ○認知症専門医療の提供  

・鑑別診断  

・周辺症状の急性期対応  
・身体合併症対応  
・かかりつけ医との連携  

○連携担当者（p∫W等）を配置  
・患者・家族への介護サービス情   
報の提供、相談への対応  

・医療情報の提供等、介護サービ   
スとの連携  

知症連携担当者を配  
認知痘介護指導者研体修了者等認知  
こおける専門的知識を有する  
なお、顧問として認知症サポート  

介護認定相談  

介護へのつなぎ  
情報提供（定期的（毎週））  

（全国150カ所（市域内におおむね1カ所）  

【業務内容】  
・認知症疾患医療センターとの相談・連絡  
・権利擁護の専門家等との相談・連絡  
・他の地域包括支援センターヘの専門的な認知   

症ケア相談、定期的な巡回相談、具体的な援助   
等  （専門医療の利用）  

専門的アドバイス  
巡回相談  

専門医療の紹介  
等  

・専門医療相談  
・権利擁護相談  ■認知症ケア相談   等  

市内の他の地域包括支援センター   

介護サービス  



認知症の医療一介護体制  【今後の精神保健医療福祉のあり方等に   

関する検討会報告書 H21．9．24】  

連携の  

強化  

対象の明確化と 

必要量の把握 
機能の強化  必要な支援  

・専門医療機関の機能の重点化  

・認知症疾患医療センターの機  

能の拡充・整備、  

→認知症病棟等の体制の充実  

・早期の鑑別診断・確定診  

断、療養方針の決定・見  

直し   

－BPSD（認知症の行動りむ  

理症状）に対する介護的  

支援・医療の提供  

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
1
等
に
お
け
る
専
門
医
療
と
、
診
 
 

療
所
等
を
含
め
た
地
域
医
療
と
の
連
携
の
強
化
 
 

・認知症の有病率や  

認知症に関わる医  

療・介護サービスの  

実態等に関する調査  

の早急な実施   

（H22年度まで）   

・入院が必要な認知  

症の患者像の明確  

化   

・精神病床（認知症  

病棟等）や介護保険  

施設等の入院・入所  

機能とその必要量等  

の明確化   

（H23年度まで）  

専門  

医療  

（精神科  

医療）  
→身体合併症に対応する機能   

の確保  

一精神科病院における、身体合併  

症への一定の対応  
・身体疾患に対する医療  

の提供  ・一般病床及び療養病床の認知  

症対応力の強化   

・認知症に対応した外来医療  

・介護保険施設等における施設に  

おける適切な医療  

かかりつけ医による認知  

医療 症に対する外来医療  

・介護保険施設等の適切な環境を  

確保した生活の場の更なる確保  

・介護保険サービスの機能の充実  

・ADLの低下やIADLの著  
介護 しい低下に対する介護的  

支援の提供  

認知症の医療体制（イメージ）  

■   



肝炎対策の推進  

【施策の方向性】  

○ 肝がんへの進行予防、肝炎治療の効果的促進のため、経済的負担軽減を図る。  

○ 検査・治療・普及・研究をより一層総合的に推進する。  
○検査未受診者の解消、肝炎医療の均てん化、正しい知識の普及啓発等を着実に実施していく。  

7・イ御許   
○ インターフェロン治療に関する医療費の助成の実施  

之．倣クルス鮎¢慶乳   

○ 保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧奨と検査体制の整備   

○ 市町村等における肝炎ウイルス検査等の実施   

β・＿御荘攫と安食二安疋！の願意姪の据ぎ、ノ紆絶賛・〝かん藷音への旦妨  

○ 診療体制の整備の拡充  
○ 肝硬変暮肝がん患者に対する心身両面のケア、医師に対する研修の実施  4卿   
○ 職場や地域などあらゆる方面への正しい知識の普及  

ユ尻穿の麒   

○ 肝炎研究7カ年戦略の推進  

○ 肝疾患の治療等に関する開発・薬事承認・保険適用等の推進  

インターフェロン治療における  

専門医療機関とかかりつけ医の治療連携   
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未承認薬・適応外薬解消に向けての検討について  

欧米では使用が認められているが、  国内では承認されていない医療上必要な医薬品や適応（未承認葉等）を  
解消するため、未承認薬等の優先度の検討、承認のために必要な試験の有無・種類の検討などを行う。  
未承認薬・適応外薬に係る要望の公募を実施。募集期間は本年6月1さ日から、8月17日まで。  

「医療上その必要性が高い」とは次の（1）及び（2）の両方に該当するもの  

（1）適応疾病の重篤性が次のいずれかの場合  

ア生命の重大な影響がある疾患（致死的な疾患）  

イ 病気の進行が不可逆的で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患  
り その他日常生活に著しい影響を及ぼす疾患  

（2）医療上の有用性が次のいすれかの場合  

ア既存の療法が国内にない  
イ 欧米の臨床試験において有効性・安全性等が既存の療法と比べて明らかに   
優れている  

り 欧米において標準的療法に位置づけられている  

＜公募する要望の条件＞  
0串承認莞   

欧米4か国（米、美、独、仏）のいずれ  
かの国で承認されていること  

○適応外粟   

欧米4か国のいずれかの国で承認（公  

的医療保険制度の適用を含む）されて   
いること  

温j≧会≡引こあっては、科学助エビデンスlこ基づく有効性及び安全性の評価等を添付して提出  

（今後の検討の流れ）  
【製薬企業】  

承認申請に向けた開発の実施  

【開発支援】  

・希少疾病用医薬品指定等により   
開発支援  

：．評価報告書の作成による支援（医   
学薬学上公知の場合）  

・必要な試験等の指導  

【審議会】  
必要に応じて、評価報告書等の事前評価等   

⑭  




